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子どもの権利条約のいっそうの充実

一子 どもの売買・売買春・ポル 人 武力紛争 に関す る2 つの選択議定書の批准－

子 どもの権 利 条約 は、子 ども をと りま く状況 が悪 化 して い

るなかで、世界の子どもの権利章典として、その重要性がい

つそ う増 して いる。 この 条約 は 、子 ども を権利 の主 体 と と ら

え、差別の禁止、子どもの最善の利益確保、生命・生存・発

達への権利、子どもの意見の尊重 という一般原則のもと、子

ども が一人 の人 間 と して成長 し自立 して い くうえ で必 要な権

利を ほとん ど規定 してい る。

ところが、世界中で多 くの子どもたちが性産業に従事させ

られ 、人身 売 買・売 買春 ・ ポル ノ グラ フ ィによる被 害 は増 大

する一方である。また、世界のいろいろな地域で武力紛争が

発生 し、相 当数 の子 ど もたち が兵 士 と して戦 闘に参 カロをさ せ

られ た り、軍 隊の なか で暴力 や 虐待 の被 害 を受 けた り して い

る。 こ う した事 態 に対応 す るた め に、条 約の 内容 を補 完 し具

体化する2 つの議定書 ＝「児童の売買、児童買春及び児童ポ

ルノに関する児童の権利に関する条約の選択議定書」（以下、

議定書 1と略す） と「武力紛争における児童の関与 に関する

児童の権利に関する選択議定書」（以下、議定書2 と略す）が、

2 0 0 0 年 5 月 に国際連合で採択され、議定書 1は2 0 0 2 年 1

月、議定 書 2 は同 年2 月 に効 力 が発 生 してい る 。そ して国 際

社会は、「子 どもの商業的性的搾取に反対する世界会議」の

開催 を は じめ （第 1 回 は 1 9 9 6 年 、 ス トックホル ム 、 第2 回

荒 牧 垂 人 （山梨学院大学）

は2 0 0 1 年、横浜）、これ らの問題 について関心の向上と行

動計画の策定など、取 り組みを強化してきた。

日本 は、条 約 を 1 9 9 4 年 5 月 に批 准 してお り、 1 9 9 9 年 に

は「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保

喜蔓に関 する法 律」 を制 定 するな ど対 策 を講 じてい たが 、 これ

らの分野の取り組みを進展させるために、2 つの議定書の批

准が 求 め られて いた 。 こ う した なか で、 国会 は 、2 0 0 4 年4

月に2 つの議定書の批准を承認 し、議定書 1は本年 2 月 2 4 日

に、議定書 2 は2 0 0 4 年8 月2 日に国 内発効 してい る。

人身売買・性的搾取の禁止と被害からの保護

議定書 1 は、条約3 4 条 （性 的搾取・虐待 か らの保護 ）、

3 5 条 （誘拐・売買・取引の防止）、3 9 条 （犠牲になった子

どもの心身の回復 と社会復帰）などを具体化するものである。

議定書 1 （前文と1 7 条）は、子 どもの人身売買、売買春、

ポル ノ グラ フィを禁止 し （1 条）、 これ らを刑法・ 刑罰 法規の

全面 的な対 象 にする よ う要 請 してい る （3 条 ）。 そ して 、裁判

権の確立 （4 条）や犯罪人の引き渡 し（5 条）、犯罪の捜査等

の相互援助 （6 条）、押収・没収・施設の閉鎖 （7 条）、国際

協力 （ 10 条）な どを・規定する。また、被害を受けた子ども

の保護のために、刑事司法手続の整備 （8 条）、心身回復や社
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会復帰のための援助（9 条）、さらには犯罪の防止措置（9 条）、

国際協力 （1 0 条）などを定めている。

子どもの人身売買、売買春、ポルノ問題は、性産業が 「活

況」 を示 して いる 日本 にお いて も非 常 に深刻 であ る。 にもか

かわ らず、昨年発表されたアメ リカ国務省の報告書で、日本

が人身売買を防 ぐための法整備や被害者保護が最低限の基準

を満たしていない 「監視対象国」 に指定されるほど、人身売

買を は じめ多 くの 問題 を抱 えた ま まであ る。 これ らの 問題 に

ついて 日本社 会の 関心 もけ っ して 高 くはない 。

議定書 1 の批准は、法の整備や被害者の保護・支援などを

進展させる契機となる。また、締約国は、批准後 2 年以内に、

その後は条約の締約国報告書提出の際に （5 年 ごと）に、国

連・子 どもの権利委員会 に議定書の履行状況を報告すること

が義務づけられているので、日本の取り組みが国際社会 レベ

ルで定期 的 に検証 され るこ とにな る。

今回、議定書 1の批准に必要な法整備の一環と して、児童

福祉法 の改 正な どがな され た。 しか し、 と くにさ毎外 か らの人

身売買そのもの についての法制度がないこと、強制労働や臓

器摘出のための人身売買に対する明文規定がないこと、被害

を受けた子どもの保護や援助について十分な規定がないこと

などをふまえ、弁護士や N G O が要請 しているような 「人身

売買禁止法」の制定などが望まれる。さらに、国連・子ども

の権利委員会の勧告 にしたがって、人身売買、売買亭、ポル

ノを 防止 し、そ れ ら と闘 うため の包 括的 な行 動計 画 を策 定 し

実施すること （ 1 9 9 8 年）、また、被害を受けた子 どもの救

済・回復のために専門家の増員や防止措置の発展に取 り組む

ことなど、具体的な措置が必要である （2 0 0 4 年）。

武力紛争における子どもの保護

武力紛争下の子どもの保護 も緊急な課題である。議定書2

は、条約 3 8 条 （武力紛争における子どもの保護）および3 9

条の規定を進展させ、具体化するものである。

〓
■
●

－

■ ● ■ 簑彗

議定書2 （前文と 1 3 条）は、条約3 8 条の保護基準を引き

上げ、 1 8 歳未満の 自国の軍隊構成員を敵対行為 に直接参加

させないこと （ 1条）、 18 歳未満の者を徴兵 しないこと （2

条）、軍隊に志願する者の採用の最低年齢を 1 5 歳 （条約3 8

条3 項 ） よ りも 引き上 げる こ とと もに 、強制 ・ 脅迫 に よる 入

隊も禁 止 す る こと （3 条 ）な ど を規 定 して いる 。 また 、国 の

軍隊以外の武装集団に対 して 1 8 歳未満の者を徴募 した り敵

対行為 に用 いる こと も禁止 してい る （4 条）。 さ らに、国 内実

施措置 （6 条）や匡l際協力 （7 条）などを定めている。

武力紛争下の子 どもの保護のためには、とくに議定書 2 の

4 条の実効性をどう確保するか、後方支援活動などによる敵

対行為への参加をどう防ぐか、国際人道法をどのように実現

して い くの かな ども問題 になる 。ま た、 武力紛 争 は子 どもの

あらゆる権 利 を侵 害す るの で、 子 どもの 保護 やケ アな らび に

心身の回復や社会復帰のための措置を具体的に していかなけ

ればな らな い。

日本 は 、国際 シンポ ジウ ムの 開催 や関 係国 際機 関に対 す る

経済支援などこの分野について一定の取 り組みをすすめてき

た。議 定 書2 の批 准 に よ り、 これ らの取 り組 み をい っそ う進

展させ、議定書2 の実現のための具体的な方向性や手だてを

国際社 会 に示 し行 動 してい くことが 求め られ てい る。そ のた

めに も、 日本 が平和 憲法 を有 し、経済 先進 国 であ る ことを十

分に 自覚 する こ とが必要 で i転る 。そ して 、武力 紛争 を平 和的

に解決するため にも、武力紛争そのものを発生させないため

にも、経済・社会的な条件の整備、適切な情報や教育の保障

をは じめ と して、子 どもの権 利条 約の 趣 旨や規 定 が全面 的 に

実現する社会の建設の先頭に立つことが望まれている。これ

らの点は、国会での審議等においても十二分にふまえておい

てほ しい ところで ある 。

（小論は、人権教育啓発推進センター 「アイユ」に書いた原

稿を修正加筆 したものです。）

子どもの救済 と支援 のための「子 ども リー ガルセ ンター」

一滴 協大学 法科 大学院 の と りくみ－

野村 武 司 （掃協大学子どもリーガルセンター推進室長）

滞協大学 ・濁協 大学法 科大学 院 は、文部科学 省 の補 助 を受 けて、地域 の課 題 としてもっ とも緊要 な子 どもの 問題 に さまぎまなア プローチ

で取 り組 む ための 「子 ども リー ガル セ ン ター」の 開設 を目指 してい ます。 す でに現 在 、臨床 心理 の面 で協 力 をお願 い して いる文教 大学 、

草加市 、越谷 市 な どの近 隣 自治体 、埼 玉県 子 ど もの権 利擁 護委 員会 （スマ イル ネ ッ ト）事務局 、越 谷 児童相 談所 、埼 玉弁護 士会 、東京弁

護士 会 な どとの協議 をすすめ てお り、お よそ2年半 の準備 期間 のの ち、 2 00 7 年度 に この セ ンター を立 ち上 げ たい と考 えてい ます。

なぜ構 想 されたの わl 地域に密着 した、子 どもの救済と

支援のための「専門家」の必要性

子どもたちのおかれた現状は、厳 しさを増 しています。子

院

中に は、助 け を求 めあ るい は必要 と し、 さ らにそ
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れ以上に法的な救済を必要とする子どもたちがいます。聴く

ことで解決 する こともあ るで しょう。 メンタルなケアや カウン

セリン グが必要 な場合 もあ ります。 しか し、子 ども に代わ って

専門的 に力 を尽 くさね ばな らない場合もまた多 くあ ります。



また、大学機関が法律の専門家を育成するとき、地域の課

題に取 り組 める法 律家 を世 に送 り出す こ とは、大 学 が負 うべ

き社会 的責 任で はない か と考 え ま した 。

いじめや虐待、その他事件・事故など、子どもに代わって

何か力を尽 くさな けれ ばな らな い とき、 地域 とつ な が り、子

どもに寄 り添いながら、迅速 に救済・支援できる専門家が必

要です。子 どもの救済・支援をすすめ、地域における子ども

の安全 ・安 心 を保障 す るため に 、「子 ども リーガ ルセ ン ター」

は構想 され ま した 。

「子 ども リー ガル セ ンター」 は、（D 子 どもの ため の法 律相

談・一般相談 （a 子どものためのオンブズワーク （卦新人弁

護士 リカ レン ト教 育 （地 域の弁 護 士 と しての資 質 向上） ④

子どもの人権 についての啓発活動 （9 子どもについての基礎

研究 ⑥法科大学院等実務教育 とい った活動内容が構想さ

れています。現在、埼玉県下で、子 どもの安全・安心・救済

に関す るア ンケー ト調 査 を実施 し、子 ども と子 育て の実 態を

把握・分析予定です。

調査結 果 を生 か し、「子 ど も リー ガル セ ン ター」 が 、 地域 に

密着 した子ども救済・支援の拠点となれればいいと考えてい

ます 。

子どもの救済 と支援 の ための リーガル セ ンター構想

子とものための法槻 ・－
●法律相放

●カウンセリング

・ チ ャイ ル ドラ イ ン

●一般相磯

法科大事辰・書取 轍 書

●法科大学院実務教書

・ リーガルカウンセリング教書

子ともについての基書研究

・ 大学院教育の教材作成

●子ども事件のケース研究

・ 子 どもに糾する基礎デー

収l と分析

●子ともの救済法研究
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子とものためのオンフスワーク

付添弁凍土の派沈

子ともが被≠育 となる事件の受任

と弁護士紹介

子ともに対する人権食書への対処
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協力・来並

新人弁書士リカレント教育

一地域の弁護士としての＃＃

向上

子どもの人稚についての啓発活動

・ 学校や地域の学菅活払への萌

師漉l

・ 子ともについての沃座

・ †一報の捷供

文教大和 床頼政研究所楽※

協力弁凍土（埼玉弁謙土合・東京弁凍土会）※

ネ ッ トワー ク

ーーーーーーーーーーーーーー

榊開※
■学校

●児暮福祉施投

●N PO
■教■貞

市民の発想を生か した子 ども計画づ くり

～夢育 て・ たちかわ子 ども 2 1プ ラン（東京都・立川 市）～

立川市では、2 0 0 3 年から市民参加で 『夢育て・たちかわ

子ども 2 1 プ ラ ン』と い う子 ど も総合 計画 づ く りが進め られ 、

2 0 0 5 年 2 月 16 日、つ い に答 申が 出 され ま した （答 申 内容

については末尾資料参照）。 この子 ども総合計画作 りの過程

で、理念や視点、施策案に子どもの権利や権利条例の必要性

がど う位 置づ け られ 、子 どもの 意見 や参 加 を どのよ うに生 か

そうと している かを述べ ま す。

これまでの成果と課題

【 成果 1】市民公募委員が2 4 人も参加、中学生委員やシニア

リーダーの大学生も

策定委異会が 2 0 0 4 年 4 月にスター トする前の半年間は、

5 つのテーマ別市民委員会が開かれ、子どもの現状を踏まえ

た課題の抽出を しなが ら討議を重ね、報告発表を しました。

この市民委員会の市民公募率は4 1％で、私が所属 してい

た「子どもの権利を考える市民委員会」 には4 人の中学生委

員とシニ ア リー ダー の大 学生 が一 人 いま した 。子 ども たち と

同じテーブルにつき会議を持つことには工夫や配慮も必要で

した が、 中学生 の F今の い じめ は大人 が介 入 して も角牢決 しな

山中 ゆ う 子 （立川市子どもの権利を考える市民委員会）

い』 とい う悲 痛な訴 え か ら話 し合い は始 ま り、子 どもた ちが

大半を過ごす学校という場で子どもの権利が見直されていか

な い 限 り、様 々な 問題の 解決 は難 しいと い うことが 見え てき

ま した。 また 、子 ども たち が子 どもの 権利 と いうも のを知 ら

な い 、矢口らされ て いな い現状 も浮 き彫 りにな りま した。そ こ

で私たちの委員会か らは、子どもプランを策定するにあた っ

て は 、子 どもの 権利 を尊 重す る視 点を 基盤 に置 くこと、子 ど

もの権利条例制定の必要性、そ して子どもの意見表明や参カロ

の重 要性 、子 ども救 済の仕 組み づ く りな どを提案 しま した。

【成果2 ＝課題 1でもある】子ども委員会の子ども達の意見や

参加 をど う生 かせるか

2 0 0 3 年度から開催されている子ども委員会 には4 3 名の

応募 が あ りま した。 2 0 0 4 年 度 も3 0 名 い ます が、 忙 しい子

ど もた ちに と って委員 会 に出席 す ると い う優 先順 位は低 いの

か集ま り具合もその時々で様々で、担当 している生涯学習課

も工夫や苦労を重ねています。

今 年度 は数 名の お とな委 員 も加 わ って、楽 しくワー クシ ョ

ツプを お こな った り、プ レイパ ー クに参 加 した り しな が

子 どもの権利条約 第 78 号・ 20 05 年 2 月20 日号
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どもの意 見を 引 き出 し、 フ リー トー クの 中 で出 た 「公 園で ポ

ール 遊 びを したい」「自転 車 で走 りす やい 道路 が欲 しい」「学

校の 中 にた ま って い て も怒 られな い場 所 や ベ ンチ が 欲 しい 」

「中高校生が座 って話せるお金の かか らない場所があ ったら

いい」「小学校のロング昼休みを広げてほ しい」そんな声を

施策の 中 に子 ども の ことば 、表現 を生 か して盛 り込 み ま した 。

先 日行われた中間発表シンポジウムにも、小中高 1 2 人の

子ども委 員が駆 け つけ て くれ 日ごろ の思 い を発表 す る場 をつ

くる こ とがで き ま した 。会場 の 参カロ者 か らは子 どもの 声 が直

接聞けて良か った、子ども委員会の位置付けがはっきりして

いると嬉 しい感想も聞けた一方、策定委員の中には 「一人の

子どもの 言 ったひ と ことを 施策 に して良 いの か ？」 とい った

ような発言 もあ りま した。

子どもたちにはなぜあなたたちの意見が聞きたいのか、事

ある ごと に伝え て はい ます が、子 ど もた ちが 自分 たち も 関わ

つて この プラ ンを作 ったん だ と実感 して も らえ るよ う に施 策

の中にその声を生かせるかどうか、また今の子 ども委員たち

の参加を：次の展開にどうつなげ、広げていけるかは課題です。

子どもプランの理念の文章は中学生が書売んでわかる表現に

しよ うと努 力 しま した。 書 いてみ る と これも なか なか 難 しい

作業で したが、中学生委員か らは○をいただきま した。

【 課題2 】子ども観の違いがある中で、子どもの権利に関する

条例 がつ くれ るか ？

「子 ども の権 利 に関す る条 例 を市民 参カロで制 定 する」 とい

う施 策 案 は リー デ イ ン クプ ロ ジ 工ク トと して 提 案 して い ま

す。 しか し、子どもの権利 についての受け止め方は 1 5 人の

策定委員の中でもさまざまであり、今の親が悪い、家庭の し

つけが何より大事 といわれる方や学校教育現場を持つ校長や

教育委員会からは否定的な意見が出て共通の認識は持てない

現状 です 。指 導 課 との ヒア リ ングで は 開 口一 番 、「子 ども の

権利条例づ くり以外は施策提案としておおむね受け入れられ

る」 と先手を打たれました。「人権を尊重する」なら良いが、

教育現場 に「権利」を持ち込むのは今の子どもにも親にも5昆

乱を招 くの で困 る、 とい うお 決ま りの パ ター ンで す。 この計

画をまとめてい く担当課は条例の必要性について理解を示 し

ていますが、教育委員会側 （都か らの指導主事）とどう折 り

合いをつ けて いくの か、現 実は厳 しい状況 です 。

しか し、子どもの権利を尊重する視点は理念の柱立ての一

番最初に盛り込まれています し、市民の施策案を全 く無視す

ること は出来 な い と思い ます 。私 も ここだ け は譲れ な い と私

が策定の場にいる以上は、子どもの権利 に関する条例づ くり

は必ず実現させたいと考えています。市民参加で F立川に子

どもの権 利 条例 を つ くる会 』 を設 け 、ス パ ンと して は 3 年位

かけ、子どもたちはもちろん、市民が条例作 りに参加する過

程を大切 にしていきたい。思いのある人たちだけで作った条

例ではな く、子 ども も大人 も権 利 とい うも の につ いて考 え た

り、話 し合 った り、体 験 した り、学 ん でい ける 、そ んな 条例

作りを して い きたい と考 えてい ます 。

このように立川市では行政が柔軟 に市民参画を受け入れよ

うとす る姿勢 、市 民 が主体 的 にか かわ ろ うとす る動 き が うま

ぱ
＼み合 って一歩 づ つで はあ りますが 明る い兆 しが見 えて い
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るよ うに感 じま す。ここ に至 る まで は時間 がか か りま したが 、

今、私たちは本当の意味で市民 と行政との 『協働』を形にし

てい こ うと してい るの だ と 日々 実感 してい る ところ です。 こ

の信頼関係今後も構築 していき、総合計画作 りの過程で得た

手法を権 利 条例作 りにも生 か して いき たい と思い ます 。

夢育て・ たち力lわ 子 ども2 1 プラン 答 申

本編 （第2部）

第 1 章 今日の社会状況 と立川市の子どもと子育て家庭の現状

第 2 章 プランの視点と目標

［1］3 つの基本的視点

・子どもの現実を受けとめ、その思いや願いを生かして子ども

の権利を尊重する視点

・子ども自身の育ちへの支援を基本 にした、次世代の立川のま

ちづ くりの視点

・人材・財源確保とネ ッ トワークによ り、持続 （成長）する事

業を市民と行政が協働で実現する視点

［2 ］ 5 つの i改策目標

・子どもの権利を尊重 します

・ ひと りひ と りに応 じた＜ 子 育ち ＞を支援 します

・ ひとつひとつの家庭に応じた＜ 子育て ＞を支援 します

・ ひと りひ と りに応 じた 学び を支援 しま す

・市民、行政、企業、専門家による新 しい協働の しくみをつ く

り、 プラ ンを推 進 します

第 3章 施策の体系

［1］施策の体系一覧 ［2 ］事業内容

1 子 どもの権利を尊重 します

（1）子どもが尊厳を持 って安心 して育つことのできる環境づ

く りを進 め ます

（2 ）子ども自身の権利と して意見を表明する機会を保障 し、

子どもの参加を推進 します

（3 ）子どもの権利の視点を子どもとおとなが共有し、子ども

の権利を尊重する基盤づくりを進めます

2 ひと りひ と りに応 じた く子育 ち〉 を支援 します

（1）子どもの成長・発達を見守 り、支え、育みます

（2 ）子どもの心とからだの健康づくりを進めます

（3 ）子どもの遊びや自主的な活動を支援 します

（4 ）子どもがさまざまな体験を通 して、自分の未来を築いて

い くこ とを支援 します

（5 ）子どもが安心 して暮らすことのできる、安心・ 安全なま

ちづ くりを推進 します

3 ひとつ ひ とつの家 庭 に応 じた く子 育て〉 を支 援 します

（り 子どもを育てているすべての家庭を支援します

（2 ）仕事 と子育ての両立を支援 し、多様な保育サービスの拡

充 を図 ります

（3 ）特別な支援を必要とする家庭への継続的な支援体制をつ

く り ま す

（4 ）地域全体で子育てを支援 します

4 ひ と りひ と りに応 じた学 び を支援 します

（1）子どもの意欲を大切にした学びを支援 します

（2 ）市民とともに多様な教育活動ができる学校をつくります

（3 ）学校を地域の拠点として、多角的な活用を図ります

5 市民 、行政、企業、専門家による新 しい協働の しくみをつ

くり、プ ラン を推進 しま す

（ 1）市民、行政、企業、専門家による新 しい協働の しくみを

つ く ります

（2 ）情報収集、情報発信 を的確に行い、く子育ち〉〈子育て〉

にかかわるあらゆるグループや団体のネ ットワーク化を進

めます

第 4 章 子ども2 1 プランを推進するために

第3 部 資料編



子どもの権利条約入門セ ミナー報告（第咽 2005年1月21日）

少年事件と子どもたち
－ ま ず 、 よ く知 ろ う、子 ども た ちの こ とを一

講師 ：寺尾 絢 彦 （M ee tin g  S p a c eてらお主宰、元家庭裁判所調査官）

記録 ：子 どもの権利条約ネッ トワーク運営委員

1 子どもの間男は家族・学校・おとなの問題

「M e e t in g Spaceてらお～おとなのたまり場～」を開くきっか

けは、今までの体験で非行に走る子どもの問5題は家族の問題であり、

学校の 問題 で あ り、お とな の 問題 であ る こと を強 く感 じて いた か ら

です。

家裁で親御さんと話す中で、親の身の回りに相談する人と場所が

あれ ば、 こ こまで は行 かな か った だろ うとい うよ うな ケー スが け っ

こうありました。乳幼児の相談場所ははあるんですが、小学校にあ

がると相談できる場所は極端に少なくなります。子どもの評価に影

響するのではないかと親御さんが学校に相談をすることを躊躇 して

しまいがちですし、児童相談所など公的機関に行くのには抵抗があ

ると い うこと をよ く耳 に しま した 。そ こで 、い ろ いろな 分野 で 活動

する人たちと親やこどもが気楽に話 し合える場所を提供 しようと考

えたのです。

2 子 ども たちの実像 に思い を巡 らそ う

◆自分の こ とを 自分の 言葉 で表 現 で きな い亨 ども◆

1 7 歳の男の子でしたが、面接の時に「おばあち ゃんに会いたい」

と言 ってす ぐ泣 き 出 しま す 。話 を 聞 く と、母 は 1 8 歳 の とき 、そ の

子の双子の兄と姉を産んだのですが、男に逃げ られたため、双子を

祖父母 に預けて水商売を続けていたのです。そ うこうしている間に

別の男と付き合 って、この男の子が生まれました。 しか し、男は母

の妊娠も知 らないうちにどこかへ逃げ、この男の子も祖父母に預け

られました。この子は小さい時は近 くにいた叔母をお母さん と呼ん

でい ま した が、6 歳 ころ母 では ない と告 げ られシ ョックを受 け ます。

学校では成績も振るわない、い じめを受けてよ く「おばあち ゃん」

と泣き騒いでいたとのことでした。中学 1年の時、祖父の葬式で初

めて母親を矢口ることになるのですが、祖父が亡 くな って上の双子は

母が、男の子は祖母が養育するようになりました。母親からはお母

さん と呼 ばず にお ばさん と呼ぶ よ うに躾 られま す。 この 子 はとて も

混乱 して しまい ま す。 この 子 は 1 7 歳 にな って も 自分の こと を 自分

の吉葉で しゃべれないのです。

この このよ うに 、自分 の こ とを しゃべ れ ない子 はた くさん い ます。

乱暴でふてぶて しい態度を取 つたり、気持ちと反対の態度で表現す

るなどいろいろなんです。そ ういう子 に会 って話を聞 くとい う事が

どんなに大変な事かという問題です。今、少年法改正のための法制

審議会で、触法少年について警察が調査をするな どといっています

が、どんな調査ができるのか疑問です。面接にはいろいろな工夫が

必要です。抽象的で実像の浮かばない言葉ではなく、例えばからだ

に関する吉葉のような （冷たい、だるい、痛い、揮い、ムカムカな

ど）子どもにとって話 しやすい表現を使 ってみるなどいろいろや っ

てみる とい う ことも 必要 で す。 でも最 近 は、 しく しくと か、 ずき ず

き痛むといった痛さの程度の表現ができない子どももでてきま し

た。子どもが生きていく上で自分を表現できることは基本的に必要

なことだ と 思い ます が 、それ が 出来 ない 子 どもが い ると い うこと は

大変なことだと思います。

◆著 しく権利 侵害 され てき た子 ども◆

虐待を受けつづけてきた子ども、犯罪の被害者にな っていた子ど

も、今まで自分を受けとめても らった経験のない子ども。「どうせ

言っても伝わ らない」「わかっても らえない」「まあいいか」「決ま

つち ゃ った こと は しょ うがな い」「ち や らち ゃ ら してい れ ばい ずれ

何とかなる」と諦めている子ども、本心 と反対のことを言った り、

相手の出方を見たりしている子ども、警察で問い詰め られて苦 しま

ぎれに適 当 な ことを言 った りこ うだ ろ うと言 われ 「は い はい」 と言

つて しま う子 ども。 い じめを 受 けてい た子 どもが 、 自分の身 を守 る

ため に加害 グル ープ に加わ るケー ス もよ くある ことです 。

◆常 に周 りの 目を気 に して いる亨 ども◆

皆と一緒でなければいけない、遅れてはいけない、つながってい

なければいけないと思 っている子ども、明るい顔をしていなければ

いけないと思い込んでいる子ども。「個性的」なことを「目立つ こ

と」 と思 い込 み 、ギ リギ リまで耐 えて ス トレスを溜 め込 んで ど う し

ていいか分らなくなって しま う子どももいます。非行の子どもに限

らず 、 とに か く周 りと一緒 で ない とだ めだ と か、無 理 に明る くふる

まお うと した り、お とな の期 待 に添 うよ うに努 力 して ス トレス を抱

えて いる子 ども が多 く見 られます 。

◆「自発 性 」 を 「お となの期 待 して い る ことを 、害わ れ な くても

自分か らや れ る ように なる こ と」 と勘 違 い して いる亨 とも◆

よい子であろうとがんばった挙句、よい子をやめた時、受け皿は

ありませ ん。 高校 生 では リス トカ ッ トして その 不安 を転 化 してい る

子どもが見受けられます。

例えば、子どもの頃高校球児で、社会人野球チームにもいた経験

がある父親が、自分の子どもも野球少年に育てたくて、母親には男

の子 を産 むよ うにと期 待 して いま した 。運 よ く男 の 子 を授 か り、父

親は徹底的にその子に野球を仕込みます。その子も才能に恵まれ、

父親の期待に応えて努力した結果、名門高校の野球部 1年で レギュ

ラー になるの です が、上級 生 か らひどい い じめ にあ って しまいま す。

しか し世間体を気にする野球部指導者は何の対処 しなかったため、

その子はいじめに耐え られず中退 して しまいます。親にとってもそ

の子にとっても野球のない生活はガタガタなものになりました。面

接の中でその子 はこんな ことを言 っていま した。「結局、お父さん

は野球をする僕が好きなのではなく、僕がする野球が好きだっただ

けなんだ。」

◆他人 に迷 惑 をか け ない で無難 に生 き てい こ うと して いる亨 ども◆

「自立」 を求 め て 「孤立 」 して しま う子 ども 。他 者 と関わ りを持

たない よ うに して いる 子 どもで も 、本心 は触 れ合 うこ とを求 めて い

ます 。触 れ合 うこと が余 りに も少 なか った ため に、

子どもの権利条約 第7 8号・ 200 5年 2 月20 日号
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のと り方 が うま く身 に つ いて いな い 子 ど もが い ます 。「親 の言 うと

おりにしていれば楽」という子どもと「芋のかか らない子が良い子

と思 っている」おとな。こういう子どもは本気で話 し相手 になって

もらい、初 めて真 剣 に叱 られて感 激 した り しま す。

◆考えることが面倒、今 しか見ない、将来はもちろん、過去も振 り

返らない亨 ども◆

成育史の中で原因を見つけてもそれでは解決 しないことが多いの

は事実ですが、大事な ことは過去を振 り返 りなが ら考えることにあ

ります。過去の出来事を変えることはできないけれど「見方」を変

える こ とはで き るか らで す。 自分 を見 つ める こ とで他 人 にも 深 く関

われ るよ うにな ります 。鑑 別 所 に来て 初 めて ゆ っ くり考 える 時間 を

持った子どもたちがいます。

◆母親の大事さを認識できていない子 ども◆

女性蔑視の強い子どもがいますが、女性の、特に母親の価値が認

識される事な く育 つた家庭での体験から形成される要素が弓重いよ う

です 。「平 等」 とい う こと と 「同等 だ が 同 質 では ない 」 と い う こと

の違いがわか らない子どもがいます。そんな子 どもが、補導委託先

の家庭で母親に代わる女性の暮らしぶ りの大切さに触れて、女性観

を改め た り します 。

3 調査官の仕事を通 じて感 じたこと、考えたこと

■満 局 、モん な に簡単 に はわ か らな い とい うこ とがわ か った

今、事件が起きると偉い先生が出てきて、分析を してああだこう

だと発言 しておられますが、私だ ったらそ う簡単には言えません。

調査官の仕事を長年や っていましたが、果た して子どもの ことを本

当に わか って いる のか 、 と考 える と、 わ か らな い こ との ほ うが はる

かに多か った ので は 、と思 うよ うにな りま した。 似た よ うな 子 ども

が毎 日毎 日や って き ます が、 ひ と りと して同 じ子 は お らず 、 毎 日毎

日新 しい発 見や教 えて も らうこ とが多 くあ りま した。

■真の反省には、長い時間と周囲の支えが必要

メディアで、「いい子だった」とか 「普通の子だった」とか「反

省がない」 とか「心の闇」 とか報道されます。裁判所でも「社会正

義」とか 「被害者感情」とか言っていますが、このような言葉 って

何なんで しょう。メデ ィアが最近、不用意によく使う「反省の弁が

ありませ ん」 と い う言 葉 は どうな んで しょ う。 この よ うに表現 す る

こと は、子 ども ひと りひ と りの 姿 を見 え ず らく して、 そ こで思 考 を

停止させて しまうと思います。例えば 10 数年の長い間積み重な っ

てきた問題を、少年な りのや り方で解決 しようとして一線を越えて

しまい事件になった事柄を、すぐに否定 して しまったと した ら、そ

れは子どもが自分自身を否定するということです。それを考えれば、

つかまった途端に反省するのが難 しいことは想像に難 くないと思い

ます。したことが大きければ大きいほど、それを受けとめきれずに、

最初の うちは他人事のように反応する子もいます。事件を受けとめ、

被害者の立場を考え、真の反省の言葉を発するまでには、長い長い

時間と周囲の支えが必要なのです。

■「加害少年の人権ばかりが強現されている」と吉われるが、モれは

今 までに加害 少年 が＜ あ ま りに もないが しろに され て きた＞か ら

過去において加害少年の人権があまりにも守 られなかった歴史を

見ると、やっとここにきて加害少年の人権が認め られてきたのだと

考えています。私が昭和3 7 年名古屋の家庭裁判所に入った頃は、

調査面接室がな く、大部屋で同時に 10 組くらいの面接をやってお

り、プライバシーが全 く保護されない状態で した。また、モラルに

欠けると思われる裁判官が少年審判に携わ っていたり、警察での取

調べも際限な く、反抗的な態度をみせると喝を入れてやるといって

道場で投げ飛ばされた り、髪の毛を勝手に刈 り込まれた り、杜撰な

』ゝ
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捜査で、大きな事件でも付き添い人がつかないまま進められるのが

普通とい う現実があ りま した。今はやっと加害少年の人権が少 し守

られ るよ うにな って きた状 態 といえ ます。

確かに被害者の人権についておろそかだ ったのは事実です。しか

し、被害者の人権 とカロ害少年の人権を、天秤にかけて論ずるもので

はないと思います。両者の人権が同時に守 られる状況にな って欲 し

いと思います。

■子どもは拭行路吉呉しながら成長発達するもの

道草することの大事さを認めない子どもやおとなが多いように思

いますが、子どもの成長発達は一様ではな く、それぞれがあっちこ

つちぶつかったり戻 ったりしなが ら成長発達するものです。立ち直り

についても同様‾ご、螺旋状を描きながら成長発達するものなのです。

■非行は家庭に仕掛 けられた ビック リ籍、称賛 ？

子どもが事件を起 こした時、それは家族再生の為のエネルギーに

もなるし、逆に分裂崩壊のきっかけにもな ります。その意味で家庭

にしかけ られ た ビ ック リ箱 であ った り爆 弾 であ った りする と言え ま

す。親はビックリして「この子を殺して自分も死んで しまいたい」

と言った りしますが、事件は子どもの精一杯の声なんです。あえて

誤解を恐れずに言いますと（被害者がいる事件の場合 はなおさら誤

解され易いし、勿論そ ういう事件は起こしてはならないのですが）、

とに か く非 行 とい うことで 自分 の 存在 をア ピー ル したの に 、その 後

の対 応 が うま くで き てな い 事 がよ くあ りま す。「せ っか く」 とい う

のはお か しな 言い 方で すが 、とにか く大変 な ことを や って しま った、

そのような行動を した時に、その行動は社会的にはよくない行動な

んだけれども、そのどん底からいい方向へ行 く芽だと考えないと、

その子どもが多くのエネルギーを使 ってやったことの意味がなくな

つて しま いま す。 これ か ら、そ の子 は何 を 努力 した らよ いの か とい

うこ とをその 子 とい っ しょに考 え てや らない と、少年 院へ い って も、

刑務所にいっても意味がないんです。人間不信の子どもが、世の中

には信 用 でき る人 間 もい るんだ よ とい うこと を理解 でき る よ うにな

るには 、も っとも っ と時間が必 要 です 。

■メ デ ィアの 影響

子 ども に とって メデ ィアとの 関係 は大 き いも のが あ ります 。あ る

意味では子 どもに事件のや り方を教える結果になってしまうことも

あります。こんな方法でこんな事件が起きましたと報道する事 によ

つて、子どもの中にはああすればいいのかと思う子もいるのです。

報道側はそんな事を考えてやっているわけではないんで しょうが、

その報道が無ければこの子はこんな事件を起 こさなかつたのにと思

うこと があ ります 。 そ うい う視 点 も忘 れ な いで 欲 しい と思 い ます 。

さらに、テ レビが被害者の味方のふりをして、被害者の憎悪を共有
■

するかのよ うに（共有などできるはずも無いのに） している場合も

見うけ られ ま す。鑑 別 所の 前か ら中 継 をや った りす る ことが よ くあ

りますが、たくさんの報道関係者がいると他の面会人は行けな くな

ります。また、あれほど消費者金融のコマーシャルが流れていると、

子どもは利息については考えもせず、簡単に金は借 りられるものだ

と思 い込ん で しま うか も しれ ません 。そ うい うこ とを どれほ ど考 え

ているの で しょうか。

4 厳 罰打ヒってなん だろ う

被害者が加害者に向けて憎悪する、極刑にしろと叫ぶのはあた り

まえの ことだと思います。でも、世の中の人がいっしょにな って加

害者に向かって発する言葉ではないと思います。メディアの表題に

おいても凶悪化、低年齢化、性犯罪の再犯などの言葉を使っていま

すが、それはどこまで吟味されて使われているか疑問に思います。

2 0 0 4 年の少年事件は減少 （人 口比でも） した ことは、警察庁の統



計でも明 らかです。（参照 ：htt p：／／W W W ．n P a．g O．jp／S a fe ty桝e ／

S y O n e n 2 1／Sy O n e n h iko h 1 6 ．pd f）

■「逆送」や刑罰で亨 どもが立ち直れるか

厳罰化とはいったい何なので しょうか。刑事裁判を受けさせるこ

となのか、刑務所に入れることなのか、死刑にすることなのか、具

体的によくわからないまま叫ばれています。

2 0 0 1年 に改正少年法が施行 されてから、 15 歳で家庭裁判所か

ら地方裁判所に送 られた少年の事件 にかかわって思 った事なんです

が、裁判の終結まで 1年近くかかっていま した。この少年 は 1年近

い間、拘置所暮 らしをするわけです。拘置所では裁判が月 1回開か

れる くらいで、面会以外は刑が確定するまでは何も しないでいるわ

けです。この世代の 1 年間はとても貴重な時期だ と思 うのですが、

何の働きかけもないまま過 ごすわけです。この子は1 6 歳で少年刑

務所に送られま した。少年刑務所は全国に8 つあ り、川越少年刑務

所は、現在、全国のモデルとして法務省は力を入れていてスタッフ

が揃っていますが、他の7 つの少年刑務所は心理関係の専門家もい

ません。懲役刑は文字どお り労働する刑です。川越では少年のため

の工場があ って、そこで仕事を しますが、他の刑務所ではおとなと

いっしょにな って労働するわけです。そんな環境の中で 16 の子ど

もが大事な人間関係を学べるだろうかと考えると心配にな ります。

刑務所は少年院と違 って私語が禁じられていた り、面会などの制約

があるわけです。簡単に少年を刑務所 に送れなどと言いますが、そ

のことが具体的にどうい う事かも知 らないままに発言する人が多す

ぎます。結局刑務所に何年入れておいても得るものが何もないとい

う結果になって しまう心配もあります。刑務所で努力されている職

員の方には大変失礼な言い方かもしれませんが、人的、財政的にも

貧しくてや りた い ことも でき ない のが 現状 で す。 川越 は 日本 国籍 の

子どもには午前中は学習させていますが、外国籍の子どもに対 して

はそれが出来ないと聞いています。こんな状況の中での厳罰化とは

どうい う ことなの か 、た だ単 に 自分の 目の 前 か ら見 え ない と ころへ

少年を隠して しまえば事が済むものではないと思います。子どもた

チャイル ドヘル プ ラ イ ンイ ン タ ーナ シ ョナル（C H I）

シンポ ジ ウム 2 0 0 5 ．1 ．2 2 よ り～

ちはいつかは社会 に戻 って くるのです。

最近特に何か起きるとすぐに法律を変えた りする風潮があ ります

が、 よ く考え な いで 、話 し合 い も しな い で実 行 して しま う恐 ろ しさ

があ りま す。教 育 に おい ても 同 じことが見 うけ られ ます。 当面 の対

策は必要ですが同時にもっと大事なことは、こういう少年がでてこ

ないよ うにす る には どう した らいいか とい う議論 だ と思 い ます。

5 私 たち に求 め られてい るもの

法制審議会は、法律家で構成されているようですが、法律のもと

で動 い てい くの は人 間 です か ら、子 ど もの こ とをよ く理 解 して いる

専門家が参加することが重要であると思います。固定観念の子ども

観で決められていってはな りません。大事なのはのは、子 どもをし

つか り見 つ める こ と、子 ど もに何 が必 要 なの か を考 える こ とでは な

いで しょうか。根 気の いる 、回 り くどい ぐ らいの作 業 が必要 なの に、

どこか性急な気がして残念です。

求められているのは子どもへの豊かな想像力と寛容さだと思いま

す。「寛容 」は、 単 に 「許 す」とい うこ とで はあ りませ ん。 まず 「聴

く」「待 つ」姿 勢 を持 つ と言 う ことで す 。「迷 う こと を認 める 」こ と

でもあります。その上でおとなが 「きちん と自分の考えを伝え、共

に考えること」です。これは忍耐を要 し、エネルギーも責任も必要

です。しかし、「寛容さ」がな くなると、「誠実さ」が失われ、「無責

任」にな ります。今どこの世界でも、きちんと相手の事を認め、待

つという作業がなかなか認められずに、管‡理したり排除する楽な方

法が取 られてきています。学校でも同 じことが起きているようで悲

しく思 ってい ます 。我 々 もい ろい ろな 事 を素 直 にや わ らか く受け止

める事ができなくなっているのではないかと反省 しています。子ど

もと付き合 っている中で、私はいろいろなことを教えていただきま

した。

尚私の 「M e e tin g Spaceてらお」の電話は045－252－9727、

自宅 は0 4 5 －8 2 ト 1 8 7 2 です 。何 かあ りま した らご連絡下 さい 。

世界各地 のチ ャイル ドライ ン報告

田家 文衛 （子どもの権利条約ネットワーク運営委員）

今 回 の 公 開 シ ン ポ ジ ウ ム は 「子 ど もの 権 利 条 約 が 活 き る ま ちづ く り」 をテ ー マ に行 わ れ ま した 。 シ ン ポ ジ ウ ム で は イ ン ド、 ニ ュ ー ジ ー ラ

ンド、 べ トナ ム 、 モ ン ゴル の チ ャ イ ル ドラ イ ンの 現 状 が紹 介 さ れ ま した 。

■ニ ュー ジー ラ ン ド「W h a でs  U p？」ニュージーランドのチャイルドライン「Wh a t■s  u p？」は、20 0 0年の9月に開設されました。相談

内容としては虐待が多いとのことで した。昨年の秋ごろ財政難のために閉鎖寸前に追い込まれたものの、この話を知った1 2 歳の少女が学校

でアンケー ト調査を行い、その結果を基に担当者と会って、財政協力を取り付け、閉鎖を免れたエピソー ドが紹介されました。

■イン ド イン ドでは 「子どもの権利条約」が 1 9 9 2 年に批准されたにもかかわらず、子ども施策にお金をかけることができませんで した。

その よ うな状 況 の中 で、 チ ャイル ドライ ンに は、 エイ ズ 、虐待 、災 害 な どで苦 しん でい る子 ど もた ちか らか か って くる ことが 多い との こと

です。 さ らに、 緊急の 場 合 には カウ ンセ リング、 長期 的な リハ ビ リテ ー シ ョンが行 われ て います 。 また 、その た めにサ ポ ー ト組 織 が作 られ

ています。

l ベ トナム ベ トナ ムの チ ャイル ドライ ンで は、 カ ウンセ ラー が いる と同 時に 介入 ネ ッ トワー クも作 られて いる との こ とです。 しか し、 開

設されて数 ヶ月なので、まだ技術、資源が十分で はありません。それでも、 1 2 月中旬からはフリーダイヤルにな っています。

■モン ゴル 2 0 0 4 年 に開設 され た モ ンゴル のチ ャイ ル ドラ イ ンで は 、 N G O とネ ッ トワー クが 組 まれ てい ます 。 しか し、フ リー ダイヤ ル

ではな いため 、 ス トリー トチル ドレンはか け られ ませ ん。 今後 は人 材育 成 やデ ータベ ー スの 構築 が必 要 であ ると い うこと です。 また 、ホ ー

ムページも作られていて、名称が「ナイズネッ ト」（ナイズはモンゴル語で友達の意味）です。

今 回の シ ンポ ジウ ムに よれ ば、 ア ジアの チ ャイル ドライ ン は電話 サー ビスだ けで はな く、 ア ウ トリー チ （出 向 き）サ ー ビスな どの具 体 的

な介入まで行 っています。日本では、フリーダイヤルすら十分に行われていません。しかし、通信技術が発達 している日本では、さらに充

実した実践が行われることもできることも参加者からの発言にありま した。 日本でも、子どもの救済制度・子どもの権利保障体制のさらな

る充実が求められています。

子どもの権利条約 第7 8号・ 200 5年 2 月20 日号
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『 生 き る 、つて何 ？

戦争 はなぜ起 こるの ？』

主婦と生活社（2 0 0 4 ，1 0）

定価 12 6 0 円

好 光 紀 （子どもの権利条約ネ ッ トワーク運営委員）

2 0 0 2 年 5 月 「国連子ども特別総会」 に先立って、 1 5 3 力

国、4 0 4 人 の子 ど もたち によ る 「子 ども フ ォー ラム」 が 開催

l

された。その結果は総会の開

会式 で子 ども の代 表 に よる

「 わ た した ち にふ さ わ しい 世

界」のス ピーチの発表にな っ

た。 日本 で はユ ニ セ フ子 ども

ネッ トの子 ども た ち が 自分 た

ちの メ ッセー ジを 伝 え よ う と

まとめ たの がこの本 で ある。

「自分を見つめて、みんな

と生 き る」「世 界 で 、生 き る」

「 生 き て い る こ との 意 味 を 矢口

りた い 」 の 3 章 で 今 を 生 き る

子どもの さ まざま なメ ッセー ジが光 って いる。

⑳⑳⑳⑳⑳⑳子 ども の権 利 条 約 批 准 1 0 周 年 記

串醤亀⑯
A忍◎ ⑳ ◎ ⑳ ⑳ ⑳

品田屯 亀伊口 畠㊥㊥4

《 第5 回》最悪の形態の児童労働 ：子どもの人身売買（実践編のみの参加も大歓迎です り

講義編 2 0 0 5 年 3 月 8 日（火）1 9 ：0 0 ～ 2 1 ：0 0（受付 開始 18 ：3 0 ）森 田 明彦（長崎ウェスレヤン大学現代社会学部教授〈4 月就任予定〉）

実 践 編 2 0 0 5 年 3 月 2 5 日（金 ）1 9 ：0 0 ～ 2 1：0 0（受付 開始 1 8 ：3 0 ）各回とも、林 大介（C R C ネッ ト事務局次長） 内田 塔子（立正大学講師）

会場 ：子 どもの権利条約ネッ トワーク事務所 （みなとN P O ハウス4 隋）●地下鉄日比谷・大江戸線 「六本木」駅徒歩2
分・旧三河台中学校

参加費（資料・会場費）：一般 おとな 1，0 0 0 円／子ども（1 8 歳未満） 5 0 0 円 ●会員 おとな 8 0 0 円／学生・子ども無料

定員 ：2 0 名 ※資料などの準備があ りますので事前申込をお願いします

＜ 主催・問合せ先 ＞ 子どもの権利条約ネ ットワーク

〒 10 6 －0 0 3 2 東京都港区六本木4 －7－14 みなとN P O ハウス4 F TEL・FAX O3－3470－0744

E・m a iI ：n c「C＠a b e a m ．o c n ．n e．jp ● U R L ：h tt p：／／W W W 6 ．o c n ．n e ．jp／‾n c「c ／

今こモ必要な、自分と人とをたいせつにする人権の本 ！

J I

E

J I

E

監修 荒牧重人 （山梨学院大学法科大学院教授）

小学校高学年～中学生向／全6巻

各4 8ペ ー ジ／A 4変型判 ／ オール カラー

揃定価17，64 0円 （揃本体16，80 0円）

各巻定価2，940円（本体2，800円）

巻

巻

巻

巻

巻

巻

1
2
3
4
5
6

臣；

“自分をたいせつに”からはじめよう
いじめ、暴力、虐待から自分を守る

意見をいって自分もまわ りも変わる

佐々木光明 編著

坪井節子編 著

喜多明人 編著

いろいろな人の人権を考える 石井小夜子 編著
立ちあがる世界の子どもたち 甲斐田万智子 編著
情報を得る こと伝 える こと 野村武司・ 平野裕二 編著

ポプラ社
〒16 0－8 5 6 5

東京都新宿区大京町22－1

フリー ダ イ ヤ ル FA X

O12 0－5 36 18 8

t 話 03－33 57－22 12

子どもの権利条約 第78 号・ 200 5年 2 月20 日号

「子どもの権利条約」hln7 8

2 0 0 5 年 2 月2 0 日発行

★発 行 （隔月刊）

子どもの権利条約ネ ッ トワーク

N etw ork fo「the  C o n v e n t i o n  o n  t h e

R ig h ts o f th e C h itd

〒106・0032 東京都港区六本木4 －7 －14

みなとN P O ハウス 4 F

T E L ＆ F A X  O 3 － 3 7 4 6 － 0 7 4 4

（ 事務所受付時間／火・ 金 1 2 ：0 0 ～ 1 7 ：0 0 ）

ホームページ

h ttp：／／W W W 6 ．o c n．n e．jp／‾n c rc／

E メール

★発行人

★編集人

★年会費

n c rc ＠a b e a m ．o c n tn e ．jp

喜多 明 人

内 田 塔 子

5 0 0 0 円 学生3 0 0 0 円

1 8 歳末満 10 0 0 円

定 期 購 書売4 0 0 0 円

＊郵便振替 0 0 1 8 0 －2 －7 5 0 1 5 0

★印 刷 ㈱ 第一プリン ト


